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　「『OECDという名前は聞いたことがあるけど、
何をしているところか良く知らない』という人の
ために、ファイナンスで特集を組みましょう」と
いう依頼が先代の編集長からありました。押しの
強い人でしたが、夏にご栄転されました。秋にな
り、これまた押しの強い後任の編集長から、「例
の件、引き継がれています。宜しくお願いします」
と念を押されました。かねてよりOECDを多くの
方に知ってもらいたいと考えていたので、この機
会にOECDで活躍されている方々に焦点を当てて、
その活動をご紹介させて頂くことに致しました。
　今月号では税財政部門を取り上げ、租税委員会
（CFA）議長の浅川副財務官、租税センター（CTPA）
の山崎参事官、行政局（GOV）財政課でサマージ
ョブを行った濱田君（コロンビア大学院留学）の
活躍ぶりをご紹介したいと思います。
　その前に、前説を少々。

●OECDの構造 －委員会と事務局－
　OECDの最高意思決定機関は理事会であり、閣
僚理事会が毎年5月、通常の理事会(各国大使出席）
が月1回開催されます。その下に、税財政・金融
からマクロ経済、開発、環境、教育、農業などを
所掌する各委員会がぶら下がり、経済社会政策の
ほぼ全てをカバーしています。委員会には、各国
の政策担当者・代表部担当官が出席し、それぞれ
の分野におけるOECDの活動方針・提言などを決
定します。所掌が様々な分野にわたることもあり、

各委員会の独立性は強くなっています（この点は、
世銀・IMFなどのfi nanceに重点を置いた機関と異
なるところでしょう）。
　他方、各委員会の活動を支えているのが事務局
です。OECDの事務局は、事務総長（アンヘル・
グリア＜メキシコ＞）、4人の事務次長（内１人は
玉木林太郎前財務官）をトップに、各委員会とほ
ぼ対応する形で租税センター、金融企業局、経済
総局といった各部局が並びます。事務局は各委員
会の下でペーパー・レポートの作成、委員会のマ
ネジメント、フォーラムの開催、OECD非加盟国
関連の活動などを行っています。
　両者の関係は国会の各委員会と担当省庁との関
係を思い浮べて頂くと、イメージし易いのではな
いかと思います（イメージ図をご参照下さい）。

●議長・副議長
　OECDでの議論の進め方として特徴的なのは、
多数決ではなく、コンセンサスを基本としている
点です。したがって、各メンバーから賛否の意見
が交錯する中で、議事進行を進め、一定の合意に
結び付けるには、議長・副議長の果たす役割が極
めて重要になります。
　利害を抱える各国代表やプロジェクトを推進し
たい事務局幹部などは議長・副議長の意向を確か
めようと盛んに接触を試みてきますので、その結
果として集まる情報量は平メンバーに比べ格段に
多くなります。
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格税制）、宍戸職員（租税条約）、北代職員（情報
交換）の総勢四人の日本人職員が勤務しています。

●サマージョブ
　パリの夏は観光客で賑わいますが、住人の多く
はバカンスでパリを脱出し、お店・レストラン・
パン屋の多くが閉店します。OECD事務局もこれ
にならい、幹部以下ほとんどの職員が長期の夏季
休暇をとります。ただ、部局によっては学生をイ
ンターンとして募集し、指導担当官の下、ペーパ
ー・レポート作成の作業に従事させるところもあ
ります。留学自体も良い経験だと思いますが、将
来国際機関への勤務を考えている人にとっても、
考えていない人にとっても、短い期間ではありま
すが国際機関での勤務を経験することは、とても
刺激的且つ有益なものとなると思います。濱田イ
ンターンの投稿を読んでご興味を持った方は、是
非OECD代表部までお問い合わせ下さい。

　来月号では金融部門で活躍する人たちとして、
日本銀行曽我野審議役（金融資本市場委員会副議
長）、嶋田上級政策分析官（金融企業局（DAF））
にスポットを当てる予定です。

　このように議長・副議長は、単に名誉というだ
けでなく、実質的な力を握ることから、その人選
はメンバー国・事務局の高い関心を集めます。委
員会メンバーの中から、見識豊かで、議論をリー
ド・整理できる人が選ばれ、複数の候補が出れば
選挙というプロセスになることもあります。
　選出プロセスは非公表ですので詳らかにはでき
ませんが、浅川議長の場合は、以前も委員会のビ
ューローメンバーであったこと、国際機関・会議
の経験も豊かであったこと等から、メンバー間で
も適任という認識で一致し、2010年秋に選出され
ました。事務局も中立的な立場ではありますが、
浅川議長誕生を祈念・歓迎したと聞いています。
　G20の出現以降、国際機関の間でも競争が烈し
くなっていますが、OECDの委員会の中でも租税
委員会は、国際租税の世界で誰もが認めるグロー
バルスタンダード・セッターであり、その議長に
日本人が初めて就くことになったのは、代表部に
とってもエポック・メイキングな出来事でした。
ちなみに、同じく昨年、理事会を支える執行委員
会の議長にも吉川OECD代表部大使が就任しまし
た。日本大使として二人目の議長です。
　財務省では、租税委員会は主税局参事官室（大
石参事官）が担当しており、浅川議長をサポート
しています。

●事務局
　OECD勤務といっても、私のように代表部で勤
務するのと、山崎参事官のように事務局で勤務す
るのとでは様相が違います。一つは代表部の場合
は同僚が日本人であり、事務局の場合は同僚が
様々な国籍の人である点（よく代表部は日本人学
校、事務局は現地校と言われます）、もう一つは、
代表部は大口拠出者である日本政府をバックに仕
事ができますが、事務局の場合は当然のことなが
ら一スタッフとして、より厳しくか弱い立場に置
かれる点です（他方、代表部は逆にここを良く認
識しないと裸の王様になってしまう恐れあり）。
　事務局勤務は厳しいものですが、そこで揉まれ
れば得るものも大きくなります。どのように揉ま
れるかは山崎参事官の投稿をお読み下さい。現在
CTPAには、山崎参事官の他、安井職員（移転価
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はじめに
　朝出勤してメールをあけると、OECDの租税セ
ンター長のジェフリー・オーエンス氏の秘書から、
「ジェフリーが至急電話で話したいと言っていま
すが、今日の東京時間の17:00に席にいていただ
けますか。」とある。そろそろ来るかと思ってい
たら、やっぱり来た。夕方、何とか時間をやりく
りして電話を取ると、聞きなれたジェフリーと、
次長のグレースの声がする。「マサ、次回のG20へ
のレポートの件だけど、（以下省略）ついでにス
イスの例の件だけど、（以下、極秘事項のため省略）
さらについでに人事の件だけど、（以下、超極秘
事項のため省略）あ、いま思い出したけど、今度
のセミナーの件で（以下、長くなるので全部省略）」
　いつもながら、ジェフリーのエネルギッシュさ
には脱帽するが、彼の話についていくためには、
頭をかなり軟らかくしておく必要がある。彼の知
っていることは、当然私も知っていることを前提
に、その場で結論を求められるのだから。そして、
私がいい加減なことを言ったりしても、彼はそれ
を議長のコメントとかいう紙にして、CTPA
（Centre for Tax Policy and Administration、租
税センター）の幹部に撒いたりするわけだから。

OECD租税委員会とは？
　昨年から、OECD租税委員会の議長に選出され、
ますますOECDとの付き合いが深くなることにな
りました。いろいろな人から、「いつパリに赴任
するんだ？」と聞かれましたが、実はOECD各委
員会の議長というのは、それぞれ本国にいて、委
員会開催等必要があるたびに、パリのOECD本部
まで出張して、議事運営を行います。（唯一の例
外は、DAC（開発援助委員会）の議長で、彼（現
在は元米国国際開発庁長官のアトウッド氏）だけ
はパリに常駐しています。）これは私の推測です
が、OECDのカバーする分野が、マクロ・ミクロ
経済、構造政策、貿易・投資、租税、雇用、開発、
環境、教育、エネルギー等きわめて多岐にわたっ
ているために、議論のためにはそれぞれ専門家の
知識、知見が必要であること、そして、そもそも
OECDが第二次世界大戦後のヨーロッパの復興と、
それ以降の世界経済情勢の変化への対応を議論す
るために設立されたという経緯からして、OECD
での議論は、ヨーロッパから専門家が皆その都度
パリに集まり、議論が終わったらその日のうちに
それぞれ帰国するといったスタイルが前提とされ
ているような気がします。たしかに、議論が金曜
日に及ぶような日程ですと、午後3時過ぎくらい
から、ヨーロッパのメンバーは列車に乗って次々
に帰ろうとします！（しかし、日本やアメリカは
まだましです。オーストラリアや、ニュージーラ
ンドから延々出張してきたメンバーなんか、初日
からげっそりしています。）
　OECDの種々の委員会の中でも、租税委員会は、
主として国際課税分野におけるグローバル・スタ
ンダードの策定作業や、租税に関するOECD加盟
国共通の課題への対応を協議するための国際協調
の場になっています。
　私ごとで恐縮ですが、米国留学から戻った1985
年から87年まで、当時の主税局国際租税課（現在
の主税局参事官室）の係長を務めた時が、国際課
税との初めての出会いでした。生まれて初めて

OECD租税委員会議長
のお仕事
副財務官・OECD租税委員会（CFA）議長

浅川 雅嗣

ジェフリー（左）、筆者（中央）とグレース（右）
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にはそれ以外に中国やインド、
南アフリカ、ブラジル等のオブ
ザーバー国や、IMF・世銀・EU
といった国際機関が参加するた
めに、結構大きな会議となりま
す。そのために、租税委員会に
はビューローと呼ばれる幹部会
があり、そこで委員会本体の議
論の大体の方向性を決めていま
す。そこで、このビューローの
メンバーになることが非常に重

要なわけですが、課長のとき租税委員会の下にあ
るいくつかの作業部会の議長を拝命するととも
に、2年目にビューローの仲間入りができ、租税
委員会全体のポリシー策定プロセスに、かなり深
く関与することができたように思います。
　2009年にOECD租税委員会を再度担当すること
となり、5年ぶりに国際課税の世界とまた接点が
できました。たまたま昨年、前議長であったパオ
ロ・チョッカ氏（イタリア人です。）の5年の任期
が切れ、その後任に就く幸運に恵まれました。し
かし、議長職というのは、単に年2回開かれる委
員会の議事進行を務めればいいというものではあ
りません。その合間を縫って開かれるビューロー
会合も仕切らなくてはいけませんし、冒頭ご紹介
しましたように、OECDの事務局である租税セン
ターの幹部とは、頻繁にテレコン(電話会議)や、

OECD租税委員会の作業部会に一人で出張させて
いただき、これまた生まれて初めてあのような国
際会議で発言しようとして、Japonの名札を立て
た時のドキドキ感は、今なお鮮明に覚えています。
（今でこそ係長クラスの海外出張は珍しくも何と
もありませんが、当時はまだ省内でもそう多くは
ありませんでした。予算の制約は当然ありますが、
やはり若いうちから、単に上司のお付きだけとい
うだけではなく、何か自らの課題をもってマルチ・
バイの国際会議を経験することは、大変貴重なこ
とだと思います。）
　その後、2002年から04年まで国際租税課長と
して主税局で再び仕事をさせていただきました
が、この2年間の仕事の大きな2本柱だったのが、
日米租税条約交渉と、OECD租税委員会でした。
OECD加盟国は、現在34か国ですが、租税委員会

OECD租税委員会の組織と活動の概要 （2011年12月現在）

OECD租税委員会の模様（2011年6月）
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メールでの相談事があります。そもそも国際課税
というのは、誰しも認めるオタッキーな世界です
し、結構頭を使うことになります。さらに、
OECDが主催する種々のコンファレンス、セミナ
ーのスピーカーや議長役を頼まれることが、随分
と増えました。まあ、こうした依頼も来るうちが
花かなと思って、時間の許す限り応じるようにし
ていますが。

議長になって感じたこと
　租税委員会はこれまで、国際課税分野における
グローバル・スタンダードの策定に圧倒的な比較
優位を有してきました。具体的な成果物としては、
OECDモデル租税条約や、移転価格税制のガイド
ライン、｢有害な税の競争｣ 報告書や、税の情報
交換に関する国際基準の策定等があげられます。
（それにしても、これらの名前を聞いただけで、国
際課税がいかにオタッキーな世界かがわかろうと
いうものです！？）しかし、経済のソフト化、リー
マンショック後の金融危機の進展、そしてBRICs
諸国などのOECD非加盟国経済の世界経済に占め
る影響力の増大等グローバル化の一層の深化によ
り、租税委員会に求められる、あるいは租税委員
会がこなしていくべき課題が、近年急速に変化し
ている気がしてなりません。
　今回久しぶりにOECD租税委員会の仕事をする
こととなって、改めて感じたことをいくつかご紹
介したいと思います。
　第一に、2008年以降の金融危機克服策の一つと
して、日本を始め各国がいっせいに財政支出を拡
大したことにより、程度に差はあるものの、各国
の財政状況が一段と悪化する中で、今後の各国の
租税政策は一体どうあるべきかについての課題
が、一層重くのしかかるようになってきました。
具体的には、成長鈍化の下押しリスクの中で、い
かなるタイミングで租税政策を強化することによ
り、財政再建スタンスの方向に政策の舵を切るべ
きか、いかなる租税ポリシーミックスがその国の

成長、所得不平等にいかなる影響を与えるのか等、
OECDメンバー国、非メンバー国にとって、国内
の租税政策に関する具体的なガイダンスがより明
確に求められています。これまで各国の租税政策
にいろいろな形で深くかかわってきた国際機関
は、私の知る限りOECDとIMFだと思いますが、
誤解を恐れずに申し上げるなら、IMFで租税政策
を担当している財政局（私も4年間出向させてい
ただきました。）が比較優位を有しているのは、ど
ちらかといえば発展途上国であり、先進国の税制
には思いのほかリソースが割かれていない気がし
ます。むしろ、金融危機の中にあってこうした主
要先進国の租税政策の方向性を示すのは、OECD
の役割かもしれません。実際、昨年3月に開催さ
れたOECD50周年記念ハイレベル会合おいても、
各国の政策担当者から、国際課税のみならず、国
内税制の在り方に関してもOECD租税委員会にア
ドバイス、ガイダンスを求めたいとする意見が多
く聞かれました。こうした期待にこたえるために
は、これまで以上に、租税委員会のリソースを、
国際課税と国内税制とに、バランス良く割り振っ
ていかねばなりません。

　第二に、国際課税を考えるにあたり、OECD租
税委員会とOECD非加盟国との関係強化の必要性
が、従来にも増して格段に重要になってきたこと
です。たとえばモデル条約にしても、移転価格税
制にしても、あるいは有害税制の議論にしても、

OECD50周年ハイレベル会合。右は共同議長を勤めたベ
ルギーのレインダース副首相兼財務相（2011年6月）
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事務局・予算をもった「税の透明性と情報交換に
関するグルーバル・フォーラム」という組織が設
立されました。このフォーラムには、OECD加盟
国のみならずOECD非加盟国、タックスヘイブン
を含めて、100か国以上の国・地域が参加してい
ます。現在租税委員会が策定した情報交換に関す
るスタンダードがどの程度守られているかに
関して、1か国ずつ、年間約40か国のペースで、
相互審査（ピア・レビュー）を行っているところ
です。こうしたグローバルフォーラムという枠組
みは、全世界的に国際課税に関するスタンダード
を浸透させていこうという方向性からすれば、
OECDという枠組みを超えた実に面白い試みであ
ると思います。OECD租税委員会としても、これ
を全面的にバックアップしていきたいと思ってい
ます。
　ただし、気をつけなければいけないことがあり
ます。租税委員会が議論する対象国がこうして広
がれば広がるほど、OECDが策定した先進国向け
基準に関して、逆に非OECD諸国からのさまざま
なフィードバック、さらには反発が出てくるであ
ろうことが当然予想されます。実際に、このこと
が起こりつつあるのが租税条約や移転価格税制の
分野です。租税条約に関して言えば、これまでも、
OECDモデル条約に比べてより幅広く源泉地国の
課税権を認めようとする国連のモデル条約（各国
政府で採択された正式なモデルというわけではあ
りませんが。）がありましたが、移転価格税制の
分野では、現在国連の国際租税協力専門家会合が
行っている国連の移転価格税制マニュアルの策定
作業を通じて、中国やブラジルが積極的に自分た
ちの意見を反映させようとしています。こうした
新興国、開発途上国側の動きに対して、今後どう
対応していくべきかは、OECD租税委員会として
目下の大きな課題になっています。冗談ではなく、
あまりオタッキーなことばかり言っていると、
OECD基準が途上国に受け入れられなくなるとい
う側面は、現にあるのです。

これまで租税委員会での議論はあくまでもOECD
メンバー国間での課題に焦点が当てられてきまし
た。これは、OECDの成り立ちからすれば、当た
り前だと言えば当たり前のことなのですが、他方、
経済活動がここまでグローバル化した今日におい
て、租税委員会で議論してきた種々の国際課税に
関するスタンダードを新興国、開発途上国にも普
及し、透明性の高い共通のルールに基づいた税制
やその執行を促進することは、各国の税務当局や
多国間にまたがって活動する企業にとって、ます
ます重要性を増してきていることは間違いありま
せん。こうした観点から、OECD全体としては、
現在ロシアの正式加盟に向けた準備、議論を行っ
ていますが、租税委員会としてはそれだけではな
く、中国、インド、ブラジル、南アフリカ、イン
ドネシアといった国に対して、これまで以上に
OECDに対するコミットメントを深めてもらうた
めに、種々の政策対話や、アウトリーチ活動をよ
り積極的に行う必要があります。あえていえば、
初めて欧米以外から選出された租税委員会議長と
しての私の意味合いは、こうした点にもあるのか
なあと自負している次第です。
　そして、第二点にも関連しますが、第三として、
国際課税の中で、特に国際的な租税回避に対応す
るために、課税当局間の情報交換の重要性が近年
ハイライトされるようになってきました。OECD
メンバー国間は当然のこと、新興国、途上国やい
わゆるタックスヘイブン（租税回避地）とされる
国・地域との間においても全く同様です。租税委
員会では、税の情報交換に関する国際基準を策定
し、すでにOECDモデル条約にはその基準を明示
的に取り込んでいますが、近年タックスヘイブン
への不透明な資金の流れが国際社会において大き
く問題視されたことなどを背景として、できるだ
けグローバルな規模で、多くの課税当局間でこの
OECDスタンダードに則った課税情報の交換を網
羅的に行おうとする動きが高まりました。こうし
た動きに対応するため、2009年にOECDとは別の
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エルムノンビルのお城にて
　昨年租税委員会の議長に就任して、初めて他の
ビューローメンバーとじっくり話せる機会が来
た。毎年秋に行われる、単独でのビューロー（幹
部会）会合だ。せっかくだから、東京で開催しよ
うとも考えたが、ビューローだけでも私を含めて
12か国から人が来る。それに加えて、事務局の局
長以下のスタッフの都合がなかなか合わず、やむ
を得ずいつもと同じパリで10月の27，28日に行
うことにした。ただし、OECD本部で事務的にや
るのも芸がないし、何より、今後中期的に租税委
員会をどの方向に持っていくべきか、深い議論を
幹部皆でじっくりと行いたかったので、パリを離
れて、合宿形式（いわゆるリトリート）で議論す
ることを提案した。場所は、次長のグレースと相
談したうえで、パリの北約40キロのところにある、
エルムノンビル城を選んだ。決め手は、料金にウ
エルカム・ドリンクが含まれていたことくらいだ
が、ここは、かのジャン・ジャック・ルソーが晩
年過ごして、思索にふけったところなんだそうな。
ここはひとつルソーにあやかって、まじめに国際
課税の将来を議論するとするか。
　行ってみると、本当に古いシャトーで、窓の外
には大きな池があり、白鳥が優雅に泳いでいる。
あまり仕事をする雰囲気ではないかなと思いき
や、フランスではこうしたシャトーで、平日いろ
いろな会議を行うことが一つのビジネスモデルに
なっているのだそうだ。さすがにここに皆を閉じ込
めれば、そわそわと早く帰ろうとする輩もいまい。
　もくろみは当たったようだった。そもそもビュ
ーローの面々は長年の付き合いなので、お互いに
よく知っているわけだが、それでも会議場の雰囲
気が全く変わると、最初から皆一層打ち解けた様
子だ。あまり実務的な利害で角を突き合わせたり
せず、租税委員会の今後の作業計画、組織として
の在り方、G20との関係、非OECD加盟国との関
係強化などについて、1日半にわたり、日頃の会
議よりもかなり先を見据えた、落ち着いた議論が

できたように思う。
　夜、皆でディナーを終えた後、少し酔っぱらっ
た勢いで、日本から持参した趣味のフルート演奏
を、これまた日本から持ってきたカラオケCDを使
って披露してみた。なんせお城なので、結構響き
が良く、少々悪乗りをして30分近く吹きまくった。
少し長すぎたかなあと反省したが、その後で、お
固い租税弁護士だと思っていた米国のビューロー
メンバーが、かつてバイオリンを志していたこと
がわかったり、次長のグレースが、これに触発さ
れてピアノのレッスンを始める決心をしたり、と
いった成果があった。チリのビューローメンバー
（国税庁長官）は、私がサービス精神を発揮して
吹いたピアソラ（アルゼンチンの作曲家）に、い
たく感激してくれたようだった。
　議長を引き受けることとなった当初は、正直面
倒なことになったなと思わないでもなかったが、
せっかく乗り掛かった船だ。ここはひと踏ん張り、
楽しみながらもビューローの仲間、事務局と一緒
に、租税委員会を盛り立てていくとするか。秋も
深まったエルムノンビル城の背の高いベッドにも
ぐりこみながら、改めてそう思った。

エルムノンビル城

プロフィール

浅川　雅嗣（あさかわ　まさつぐ）
　81年大蔵省入省。85年プリンストン大学修士。主税局
国際租税課係長、主計局主査、アジア開発銀行総裁補佐官、
IMF財政局審議役、主税局国際租税課課長、国際局総務課
長、総理大臣秘書官を経て、2009年10月より現職。
2010年よりOECD租税委員会議長に選出。著書、論文
に「コンメンタール改訂日米租税条約」（大蔵財務協会、
05年）、'Transfer Pricing in the New Global 
Landscape'（tax notes international, 2011）等多数。
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はじめに
　「健康に関してはWHO、貿易や関税については
WTOやWCOという国際機関がありますが、税を
取り扱う独立した国際機関はないんですね。
OECDは税に関する基準や枠組み作り、税に関す
る情報交換の制度・執行の相互審査など、一つの
国際機関に相当する業務を担当しているんです。」
これが私がOECDの税との関わりを説明する際の
常套句です。馴染みのない方が多いと思いますが、
以下では、OECDと税との関係について、組織や
業務を中心に思いつくまま書き連ねたいと思いま
す。

1.　租税委員会（CFA）と
　　租税センター（CTPA）
（概観）
　OECDでは一般に、知見やベスト・プラクティ
スの共有、各分野の重要事項の議論等を通じ、シ
ンク・タンクとしての機能を果たしていますが、
税に関しては、これに限らず、国際租税（移転価
格税制、租税条約、情報交換等）の制度・運用等
に関する事実上の国際ルール・基準を設定する役
割を果たしているのが特徴です。
　OECDでは、最高意思決定機関の理事会の下に
委員会が置かれ、委員会にはそれを支える事務局
が設置されていますが、税については、租税委員
会（Committee on Fiscal Aff airs （CFA））という
委員会が、CFAを支える事務局として租税センタ

ー（Centre for Tax Policy and Administration 
（CTPA））が設けられています（私が所属してい
るのはこのCTPAです）。

（CFA）
　CFAでは各国からの代表団の参加を得て、税に
関する基準の策定、活動方針などの重要事項を審
議・決定します。理事会が最高意思決定機関です
が、委員会での議論が大勢を決するのでCFAは極
めて重要な役割を担っています。

　更にCFAの下には、租税条約、移転価格税制、
情報交換などといった税の分野毎にワーキング・
パーティー（WPs）と呼ばれる組織が設けられ、
各国を代表する税の専門家によって議論が行われ
ています（CFAやWPsには浅川副財務官（議長）
及び国税庁小口審議官以下、主税局参事官室、国
税庁国際業務課等が中心となって参画していま
す。WPsなどCFAの組織については浅川副財務官
の寄稿文の組織図をご参照下さい）。

　CFAは国際租税のルール・セッターとして、国
際租税の分野を中心に税制の企画・立案、税務執
行のみならず民間の企業活動にも多大な影響力を
有しています。一昨年の秋、浅川副財務官がCFA
の議長に選出され、昨年1月のCFA本会合より議
長を務めておられますが、かように重要な組織の
長に財務省の先輩をお迎えすることができことは、
財務省の一職員として大変誇らしく思っています。

（CTPA）
　私が所属するCTPAはCFA/WPsを支える事務局
で、会議用のアジェンダ、ペーパーの素案の作成、
議長との調整といったCFA/WPsの活動のサポート
のほか、委員会の決定事 の執行などを行います。
OECDの事務局の各局は事務総長とそれを支える

Remain relevant!
国際租税分野へのOECDの
貢献と課題
OECD租税センター（CTPA）参事官

山崎 翼

（注）　 「租税センター」という名称ですが、一つの独立し
た局です。また、名前にFiscalという文字が含まれ
ていますが、専ら税を担当しており、予算制度等は
所管外です。
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務をされていた時（昭和61～63年）の同僚なので
すが、20年間CTPAのトップとして、溢れんばか
りの構想力とずば抜けた行動力で、CTPAの業務
を充実・拡大し、20年前には他の局の一原課で人
員も20名程度しかいなかったCTPAを100人以上
の強力な組織に育て上げ、独立した局への格上げ
に成功しました。OECD事務局の名物局長で、そ
の影響力の大きさから、CTPAはジェフリーの帝
国と揶揄されることもあります。
　「剛腕」、「やり手」、「ブレーキなき暴走車」、「カ
ウボーイ」など、ジェフリーについては内外から
様々な評がありますが、直接仕えた立場からする
と、仕事には大変厳しいですが、卓抜したリーダ
ーシップ、構想力、外交能力、戦略眼を兼ね備えた
人物であることに間違いありません。仕事を離れ
れば、本当に人の良い「おじさん」です。

　このようにバイタリティあふれる局長を傍で支
えるのが、グレース・ペレズ・ナヴァロ（Grace 
Perez-Navarro）次長（写真3）や秘書の面々です。
グレースは情報交換や税務執行の国際協力等の専
門家としてCTPAをリードするのみならず、常に
冷静沈着で、ともすれば暴走しがちなジェフリー
のブレーキ役として、重きをなしています。出張
の多いジェフリーの不在時に局長代理として留守
を守るのも重要な仕事です。

　ジェフリーもいよいよこの1月末に定年のため
退官する予定で、CTPAの歴史も大きな転換点を
迎えます。後任は国家間の税に関する情報交換の
法制・執行について相互審査を行う「税の透明性・

事務次長の指揮命令下にあります。昨年8月に玉
木前財務官（写真1）が財務省出身者としてはじ
めて事務次長に就任されました。事務次長の担当
業務は分野ごと分けられますが、玉木事務次長は
税も担当されており、昨年12月、インドの
International Tax Dialogueというビッグ・イベン
ト（各国財務省、国税庁の幹部を中心に約300人
が参加）にOECDの代表として参加されるなど、
CTPA関係の業務でもご活躍されています。

　なお、OECD事務局のオフィスはパリ市内を中
心に点在していますが、一昨年5月に事務所のリ
シャッフルが行われ、CTPAは「都落ち」し、現
在パリを少しはずれたブローニュ・ビヤンクール
市のオフィス・ビルに入っています。

（「伝説の男」ジェフリー・オーウェンス）
　現在でこそ、国際租税に関する第一人者として
広く認知されているCFA/CTPAですが、一人の男
の存在なしに、このような地位を得るに到った経
緯を語ることはできません。現在のCTPAの局長、
ジェフリー・オーウェンス氏（Jeff rey Owens）です。
（写真2）実は玉木事務次長がOECDで2度目の勤

写真2：ジェフリー（中央）、ウェンディー（左）と筆者（右）

写真3：グレースと共に（右から）安井、宍戸及び北代職員

写真1： ITDカンファレンス（昨年12月デリーにて開催）
で講演される玉木事務次長



11ファイナンス　2012.1

OECD特集（第一部）
税財政部門で活躍する人たち

ません。私は浅川氏や彼のCFAの仲間と共に、こ
うした諸課題に挑戦していくことに大きなやり甲
斐を感じています。
 　最後になりますが、我々の活動に対して常に強
い支持をして下さる日本の財務省に対して心から
感謝を申し上げますとともに、近い将来、東京を
訪れ、皆さまにお会いできることを楽しみにして
おります。

情報交換に関するグローバル・フォーラム」とい
う組織を担当してきた、パスカル・サンタマン
（Pascal Saint-Amans）課長です。
　パスカルは、税に関する情報交換や執行の国際
協力を担当してきました。これらの分野において
は、2008年の大型脱税事案（リヒテンシュタイン
事件やUBS事件）やリーマンショック以降の金融
危機を契機としていわゆるタックス・ヘイブンへ
の不透明な資金の流れが問題視されたこと等を背
景に、政治的に高い関心を集め、納税者情報の交
換に消極的な国に対する圧力が急速に高まりまし
た。このような中、2009年にスイスやリヒテンシ
ュタイン等が納税者情報（銀行機密情報情報を含
む）に関するOECDの基準にコミットすることを
表明、歴史的な方針転換が行われました。2009年
のロンドンG20サミットでは“the era of bank 
secrecy is over”との宣言がなされ、その後も、税
務当局間でOECD基準の情報交換を行う動きが加
速しています。前置きが長くなりましたが、パス
カルはこうした一連の画期的かつ政治的な動きの
中で、担当課長としてジェフリーやグレースを支

え、OECDの国際経済・社会におけるプレゼンス
の向上に貢献してきました。
　国際課税に関する課題が山積する中、局長歴20
年の名物局長の後任となるプレッシャーはいかば
かりかと思いますが、ソフトな人柄（仕事は厳し
いらしいです）である一方、非常に意欲的かつ戦
略的で、高い調整能力と手堅い仕事振りから、内
外から非常に高い期待が寄せられています。当頁
下段は、パスカルからのメッセージです。

（幹部秘書）
　幹部の紹介のついでに、幹部を支える秘書につ
いてお話したいと思います。幹部の内外の日程調
整、アポの申し込み、局長説明のセッティング、
資料の作成、局長名のメールの作成・送付などな
ど、秘書の業務は多岐にわたります。CTPAでは
局長と次長を3名の秘書が支えていますが、大事
な案件や至急の案件を抱えている時に、幹部との
関係を上手にさばいてくれる大変有難い存在で
す。主席の局長秘書のウェンディー（写真2のジ
ェフリーの隣の女性）には私自身ピンチを何度も

　浅川雅嗣氏を新CFA議長としてお迎えし、次期
CTPA局長として大変喜ばしく思っています。浅
川氏は長きにわたりCFAの業務に積極的に関与し
てこられ、昨年からはCFAの新議長として卓越し
たリーダーシップを発揮しておられます。また、
OECD非加盟国との関係強化に熱心に取り組んで
こられましたが、この問題は我々にとっても最重
要課題の一つとなっています。
  　我々は大きな変革と世界規模の挑戦の時代を迎
えています。このような中で我々は、租税条約、
移転価格税制、税と開発、更には税の透明性と情
報交換といった税を巡る重要な問題ついて、国際
基準やベスト・プラクティスを更に発展させ、世
界経済の中で存在価値を示していかなければなり

パスカル・サンタマン次期局長からのメッセージ

CTPA次期局長
パスカル・サンタマン
（Pascal Saint-Aman）
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　日本人職員は、私の他、安井君（移転価格税制
担当）、宍戸君（租税条約担当）、北代君（グロー
バル・フォーラム担当）の3名が勤務しています。
当頁中段以下、彼らからのメッセージです。

（電子メール中心の業務）
　職場では、基本的に情報の共有や意思疎通、更
には上司説明まで電子メールで行います。もちろ
ん、重要又は緊急な案件や顔を合わせる必要があ
れば、会議を開いたり、執務室に顔を出したりす
る訳ですが、いずれにせよ、担当課が関係課室に
紙を配り歩くといったことはありません。
　ついでに言えば、幹部以下、業務の内容に応じ

救ってもらっており、頭が上がらない存在です。
こうした点、財務省の幹部「付」（秘書）との関
係と全く変わりません。
（職員構成等）
　パリに本部を置くOECDですが、職員の人種の
構成は極めて多様で、CTPAについて言えば、イ
ギリス人が最も多く、フランス人が続いています。
　職員は、大まかにいって、アドミニストレーター
とその業務を支援するサポート・スタッフに分か
れていますが、アドミニストレーターに関して言
えば、各国の役所から出向して来る者が多く、2
～5年程度の任期で親元に戻るケースが多いよう
です。

（安井職員）　　　　
　ラフな格好でオフィスに籠り、一人で黙々と仕事をするという日々も随分と板
に付いてきました。担当は移転価格税制の簡素化。（嬉しいことに…）この一年
で各段にプライオリティが上がってしまったテーマを担当させてもらっていま
す。パリも冬場に入り、朝まだ街灯がついている暗い街を出勤するようになりま
したが、通勤途中にエッフェル塔のシルエットと重なる鮮やかな夜明けを見るこ
とができるのもパリで働く魅力の一つになっています。

（宍戸職員）　　　　
　ここでの主な仕事は、OECDモデル租税条約及びコメンタリーの改正を行う
WP1会合の運営及び資料作成です。改正内容は書籍として出版されますが、その
編集作業にも携わっています。最近では英語版のみならず、仏語版の編集も受け
持っています。赴任してからの趣味は、同僚とのジョギング。パリの町並みを見
ながらのジョギングは気持ちが良いですが、10キロを60分で走ることよりも、
60分間走りながら英会話を続けることの方が大変です。

（北代職員）　　　　
　私の所属している「税の透明性及び情報交換に関するグローバルフォーラム
（GF）」では、税の情報交換の枠組みに関する審査を、フェーズ1（法令、規則の
枠組み）及びフェーズ2（実際の執行状況）の2段階で行っています。総勢26名
のスタッフの国籍は16カ国に及び、14ヶ国語をカバーするほどOECD内でも特に
国際色豊かな職場です。7月に来仏し、約半年の滞在になりますが、職場でも日
常生活でも刺激の強すぎる毎日を送っています。帰国までにGF（gateauと　　

　　　　　　　　　　　fromage？）のエキスパートを目指します！
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てブラックベリーを所持しますが、勤務時間外で
あろうが、土日であろうが、作業指示が下りてき
たりするのはまだしも、朝起きてブラックベリー
を見たら前の晩深夜に自分が関係する重要な問題
について幹部間で激しい議論が戦わされていたの
を発見して冷や汗をかくこともあります。
　なお、ジェフリーは、ブラックベリーを使って
の無数の「タイポ伝説」を残しています。ある国
際機関との会議を前に“Can you draft a one 
page note on what poison he should take”
（彼がどのような毒を飲むべきか、1枚紙にまとめ
てくれないか）とのメールが送られてきたり（正
しくはposition）、全く解読不明の文字の羅列が送
られて来たところ、受信者があれこれ悩んだ挙げ
句、キーボード上での各アルファベットの右隣の
キーの文字をたどったところ、文章になった、等々
枚挙に暇がありません。

　メールで仕事の大宗が済ませられる訳ですが、
それでもやはり積極的に顔を合わせて話をした方
が何かと物事がスムーズに運ぶとの認識はあるよ
うで（実際にその通りだと思います）、同僚があ
ちこちに顔を出している姿を良く見かけます。

（OECD事務局とOECD代表部）
　OECD事務局と日本政府OECD代表部の関係で、
「代表部は日本人学校、事務局は現地校」と言わ
れるそうですが、執務環境以前にOECD事務局職
員と代表部の職員とでは、立場に大きな違いがあ
ります。機能に照らして見れば、企業の大株主と
従業員の関係に相当し、日本に限らず各国OECD
代表部の幹部職員は上司にとっては重要なステー
ク・ホルダーですが、自分は上司にとって駒の一
つに過ぎません（そうは言っても大口拠出者の日
本政府からの出向者ですので相当な配慮はして頂
いていると思いますが）。

　こうした立場の違いはOECDに限らず、他の国

際機関にも当てはまると思いますが、それでも、
国際色豊かな環境の下、自力で腕を磨いて組織に
貢献する喜びは大きく、国際的な議論の最前線で
専門性を磨けることも、国際機関における仕事の
醍醐味ではないかと思います。また、英語のレベ
ル・アップという点で見ても、英語を使わざるを
得ない環境にどっぶり浸かれるのも国際機関勤務
のメリットではないでしょうか（私がどの程度上
達したかはこの際置いておいて）。

2.　CTPAでの揉まれ方
　以下、中村参事官からお求めもあり、私の職場
における経験や所感などを記してみたいと思いま
すが、その前に私の担当業務について簡単に説明
したいと思います。

（OECD非加盟国がなぜ重要なのか）
　先ほど来、国際租税に関する基準の策定がCFA/
CTPAの重要な機能の一つである旨お話ししてき
ました。しかしながら、OECDはそもそも加盟国
が先進国に限られているという制約があります。
一例を挙げればOECDは移転価格（Transfer 
Pricing）ガイドラインというものを策定し、国際
的に活動する多国籍企業がグループ企業間で行う
クロス・ボーダー取引の価格をどのように決定す
べきかを定めています。貿易や企業活動はOECD
のメンバーシップとは何ら関係なく行われる訳
で、OECD非加盟国も含めて制度化、適用されな
ければ、企業側に2重課税の問題が生じるおそれ
が高まります。
　従って、国際租税実務の円滑かつ適正な実施の
観点から、こうした税に関するルールや基準を
OECD非加盟国に均てんすることが、OECD加盟
国・非加盟国双方にとって重要になります。

　また、 OECDのメンバーシップは先進国に限ら
れていますが、国際社会においては、経済的、政
治的に新興国、途上国のプレゼンスが高まってお
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OECDの３年間のパートナシップ・プログラムが
打ち上がる。ところが、インド側の職員は記者会
見1時間程前になってようやく会場脇のコピー機
で記者配布資料の印刷開始。コピー機にはソータ
ーなど気の利いたものはついておらず、原稿1ペ
ージずつ大量のコピーをとって、全てのページの
印刷終了後に、複数の職員で手分けして1枚ずつ
ページを集めてホッチキス止め。こんな調子で本
当に記者会見に間に合うのか不安になり、持参し
たホッチキスを使ってお手伝い。左手の指の間に
4部挟んでバチバチっと止めて見せると、インド
の職員さん達から感嘆の声が上がる。私もそろそ
ろいい歳のハズなんだが…。
　ようやく資料を印刷し、記者会見場に持ち込む
と、ジェフリーから別途補足資料のコピーの依頼。
職員さん達と何とかコピーを終えて、記者会見場
の前で、「プレス用の補足資料ですが必要な方お
られませんかぁ」と声を張り上げる。係長時代、
記者クラブの前で資料配りをしたこともあったな
ぁ。ところで、肝心の記者会見の方は上手く行っ
たのだろうか？そうそう、インド財務省広報室と
のプレス公表文の打ち合わせも早くしなければ…。
（このイベントはインド側からも高く評価され、来
年以降も上級・中堅幹部を集めるイベントを開催
することになっています。）

○月○日
　夏休みで旅行中、夜ホテルに戻ってブラックベ
リーをチェックすると同僚からメールが入ってい
る。「来週火曜日に○○課長がトルコの財務大臣
に情報交換の話をしに行く予定。その際併せて
MENA（中東北アフリカ）の支援プログラムにつ
いて説明するとともに、トルコに協力する意向が
あるか打診したいのだが、うちの課の担当ライン
が全員夏休みで不在なので、課を代表して行って
貰えないだろうか。」
　MENAに関しては自分は全くの門外漢だし、そ
もそも財務大臣に説明といっても本当に自分のよ

り、また、新興国等の意見を吸収・反映してこそ
国際基準と言い得るルールが出来るわけで、
OECDではメンバー国拡大やオブザーバーシップ
の付与、各種会議、イベントへの招待などを通じ
積極的に新興国等の取り込みを図ってきていると
ころです。

　こうした中で、私が所属するCTPAのグローバル・
リレーションズ課（Global Relations Division）
では、非メンバー国との関係強化のための戦略の
策定、ハイレベルの政策対話の実施、非加盟国実
務家向けのセミナーの計画・実施などを担当して
います。その中で、私は新興国各国との3年間の
中期プログラムの策定、アジア地域を中心として、
ハイレベル政策対話及び実務家向けのセミナーの
企画・調整等を担当しています。

（CTPでの揉まれ方）
　それでは、ご参考までに以下自分にとって印象
深い経験・出来事などを中心に日記調に記してみ
ましょう。

×月×日
　インド・デリーでの移転価格税制に関するハイ
レベル会合初日。参加国は加盟国や主要新興国の
14カ国（CTPAからはジェフリー、移転価格税制担
当者、私の３名が参加）。インド側はムカジー財務
大臣、OECD側はグリア事務総長が会議に先立っ
て冒頭記者会見。いよいよ自分が担当したインド・

写真4：南ア出身で政治難民化し、アイルランド国籍を取
得、英国歳入庁を経てOECD勤務という異色の経歴を有し、
クリケットをこよなく愛す上司リチャード・パリー
（Richard Parry）課長と。
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うなランクの者で大丈夫なのだろうか、酔いも一
気に冷め、様々な不安で頭が一杯になる。しかし、
担当外を承知での同僚からの要請でもあり、むげ
に断る訳にもいかない。パリに戻ってからは週末
を返上して勉強と説明の準備。
（トルコの財務大臣は民間証券会社出身のフラン
クな大臣で、同僚のバック・アップのお蔭もあり
なんとか切り抜けることができた）。

△月△日
　インドの国税庁の新入職員約40名が研修の一環
として来訪するため、CFA/CTPAの業務等を説明
する半日のセミナーを講堂でアレンジ（私とサポ
ート・スタッフ1名のみで担当）。準備万端かと思
いきや、当日朝、インド側職員の入館の手続きが
遅々として進まず、ビルの入口は長蛇の列。開始
時間は大幅に遅れそう。サポート・スタッフだけ
に任せている訳にもいかず、受付に職員バッジを
見せて「自分のゲストなのだから入館証なしで早
く入れてほしい」といって交渉するもつれない対
応。ようやく開始予定時刻を45分過ぎてセミナー
開始。セミナー冒頭不手際を平謝り（事前にリス
トを出しておけばもっと早く入館できた由）。会
議中も進行や時間調整、トイレの場所の説明や
Wi-Fiのパスワードのお知らせなどなどのため、サ
ポート・スタッフと共に駆けずり回る。何とか時間
をやり繰りして予定を少しオーバーして終了。それ
でもゲストが満足そうだったので何より。

3.　最後に
　泥臭いドタバタ話ばかり書き連ねましたが、私
はここOECDで未知の世界に飛び込んで見聞やリ
ーチを広げることに楽しさを感じています。一昨
年7月、パリに来て直後、ホテルでメールを開く
とウェンディーから「8月の下旬にジェフリーが
アゼルバイジャンに出張する予定なんだけど、随
行できる？」というメールが届いていました。出
張の目的も不明なまま、いきなり局長の随行を打

診された訳ですが、赴任直後だったため、他の用
務など言い訳を見つけられるはずもなく、泣く泣
く「喜んで随行する」旨返答を送りました。
　ジェフリーの随行の大変さはさておき、出張は
実に興味深いものでした。アゼルバイジャン人の
旧ソ連に対する反感、在イラン・アゼルバイジャ
ン人の難民化も含むイランへの警戒心、石油産出
に伴う富とその偏在、都市の急速な発展とインフ
ラ整備、韓国資本の攻勢、蔓延する汚職、モスク
で祈りを捧げる人々、一家団らんの家族で遅くま
で賑わう夜の公園などなど見るもの聞くもの全て
が別世界の如く新鮮で、刺激的でした。
　日本の役所では私ぐらいの年齢になってくる
と、目をつぶって未知の世界に体一つで飛び込む
ような冒険をする機会が徐々に少なくなってくる
ように思いますが、OECDへの出向によりこうし
た貴重な冒険の機会を頂いています。ヨーロッパ
という勤務地の地理的条件に加え、仕事を通じた
大小の冒険の積み重ねは、まだまだ浅薄ではあり
ますが、自分の世界観に広がりと深みをもたらし
てくれているように感じています。
　さて、予定の分量を超過してしまい紙面も尽き
てしまいました。本当は、パリでの暮らしやフラ
ンスのメシ・酒の話、英語の話など、ご紹介した
い話はまだまだ沢山あるのですが、OECDなどの
会議やプライベートな旅行でも、パリに来られる
機会がありましたら、直接お話ししたいと思いま
す。OECDの会議に関しては、中村参事官が、「な
かなか参加する時間をつくるのは難しいと思う
が、参加すれば時間に追われる毎日では頃思い付
かないようなアイディアがきっと沸くはずだ」と力説
していたので、奮ってお越し頂ければと思います。

プロフィール

山崎　翼（やまざき　よく）
　91年大蔵省入省。主計局主計官補佐（主査）、関税局関
税課企画調整室長、総務課課長補佐、内閣官房副長官（事
務）秘書官、主計局予算執行企画室長等を経て、2010年
7月から現職。
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　2011年6月より、OECDの財政課にインターン
として3ヶ月間働く機会に恵まれた。留学期間中
の夏休みは、大学院の課題や授業に追われること
なく、自ら目標を定め、フリーハンドで生活設計
ができる貴重な3ヶ月である。その3ヶ月間を
OECDでのインターンに費やすことを選んだが、
結果として、非常に貴重な経験をすることができ
た。この経験を共有し、今後、留学の機会に恵ま
れる方々やOECDに興味を持っている方々に少し
でも参考にしていただければ幸いである。併せて、
日本ではあまり知られていないOECD財政課の業
務について紹介するとともに、シンクタンクとし
ての役割を求められている国際機関と日本財政を
担う実働部隊である財務省との役割の違いはある
にせよ、OECDでかいま見た「働き方」に学べる
点もあると思い、その一端を紹介したい。

インターンに至る過程
　インターンの選択肢は、民間金融機関やNGO等
を始め、多様にあり、どこを選ぶかは完全に本人
次第である。通常、インターンは就職に結びつけ
るためのものであり、私も2010年9月に学期が始
まって以来、 就職活動を必死でやっている学生に
混じって企業や国際機関の説明会への参加やレジ
ュメの提出等を何度も行った。就職戦線における
アメリカは「コネ社会」の側面を強く有しており、
ネットワーキングと呼ばれる「コネ作り」が非常
に大事な位置を占める。アメリカにおいて、著名
なビジネススクール等に入る動機の一つは、その
学校が有するネットワークを利用できることにあ
るとも言われているほどだ。また、このネットワ
ーキングは、学校のOBや教授等に限らず、友人の
友人など、それぞれが様々な経路を開拓している。
ちなみに、私のアメリカ人の友人は恋人の親の友
人が経営している会社でインターンをする機会を
得ていた。当然、各学校特有の募集や説明会等も
あるので、そこから応募することも可能だ。
　大学での勉強と並行して、考え得る経路からイ
ンターン探しを行ったが、結局、最も親身になっ
て相談に乗っていただいたのは、国際機関や国際

機関の代表部に出向している
財務省の先輩方であった。先
輩方にメールで問い合わせ、
「詰め」をしていただく過程で、
曖昧であった自分の目標や今
後歩みたいキャリア等につい
て改めて突き詰められたこと
は非常によい経験となった。
　私は2005年に入省後、2年間、
主計局総務課で予算編成や中
期の財政改革の策定に携わら
せていただいた。主計局総務
課の係員は、所謂「官庁の中
の官庁」としての役割を担う
部屋の丁稚奉公として、ほぼ
週7日24時間体制で働き続ける
こともあり、どうしても国内

OECDインターン体験記
OECD行政局（GOV）財政課インターン

濱田 秀明（コロンビア大学院留学）

筆者：OECDの正面玄関にて
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教授など多様である。財政という分野の性質上か、
財政一筋の専門家だけでなく、他の分野で実績を
残して、籍を移す人も多いという印象を受けた。

インターンとしての業務内容
　国際機関では、自分が貢献できることと、自分
の現時点での限界に正面から向き合い、それを積
極的に明らかにする姿勢が求められる。これは、
インターンを探す過程で大変お世話になった大先
輩からのアドバイスである。3ヶ月という限られ
た期間で行うインターンにおいても、上記の心が
けを最初から頭に入れておくことは極めて大事で
あろう。
　インターンをすることが決定した時期に、日本
において3.11の大震災が起こったこと、またアメ
リカにおいてもハリケーンや豪雪による被害が広
がっていたこともあり、当初は、災害対策関係予
算に関する分析を行う予定であった。OECDにお
いては、3年程前に災害対策関係予算に関する研
究プロジェクトを行っており、今回は、前回の研
究を発展させることとなっていた。しかし、イン
ターンを開始した直後の財政課長との最初の面談
において、この計画が変更を余儀なくされている
と聞かされた。先ほど、OECD財政課の欄で紹介
したように、この課のプロジェクトは、基本的に、
各国財務省の代表で構成されるSBOの意向に左右
されることになる。私がインターンを開始するち
ょうど同時期に、ルクセンブルクにてSBOが開催
されており、その際に、前回の災害対策関係予算
プロジェクトのとりまとめから年数が浅いという
理由で、各国からのニーズが高くないと見受けら
れたとのことであった。
　これを受け、課長からは、二つの提案を受けた。
一つは、今後の災害関係のプロジェクトに向け、
3ヶ月間かけてペーパーをまとめること。もう一
方は、他のテーマのSBOの準備をOECD職員と共
に進めることである。私は、せっかくの国際機関
での3ヶ月間をただ黙々とペーパー作成に充てる
のは勿体ないと常々思っていたので、「ニーズが
ないペーパの作成よりも、今、必要とされている

の経済情勢や政治的な要素に意識を集中しがちで
あった。一方で、昨今のアメリカの債務削減方策
や欧州の債務危機に見られるように、世界中の国
がそれぞれの形で財政政策に取り組んでいるのも
当然の事実であり、国際的な観点から学べること
は多々あるだろう。国内の政治的な要素が色濃く
反映されがちな財政政策であっても、他国の財政
を巡る歴史や制度比較から客観的に分析する視点
をより持つことも肝要ではないかと考えている。
インターンにおいては、欧州における債務危機が
国際金融の注目の的となっている中、実際にその
欧州の地でOECD諸国の財政分析をすることは実
感を伴う貴重な経験になるだろうという考えに至
り、OECD代表部の方を通じて、OECD財政課で働
かせていただく運びとなった。

OECD財政課とは
　OECDは、調査対象に別れて12の局があり、その
うち、財政課はDirectorate for Public Governance 
and Territorial Development（通称Gov）に属する。
主なミッションは、OECD各国の財政制度を比較
分析し、その結果やそれに基づく提言をOECD各
国政府に対して提供することである。財政課での
研究は、Senior Budget Offi  cial networks（SBO）と
いう各国財務省の事務次官、主計局長クラスを集
めて行う会議を中心に進められている。この会議
は、現在、Public-private partnership（PPP）、発
生主義会計などのテーマに別れて開催されてい
る。会議においては、それぞれのテーマに基づく
OECD事務局による調査や各国のケーススタディ
ーなどの発表を踏まえ、各国の政府代表が活発に
議論を行っている。このSBOを通した調査結果は
ほぼ全て出版されている他、ウェブサイトでも無
料で公開されている。公表資料の充実度はOECD
内の他の部門よりも進んでいると言え、公のシン
クタンクとしての役割を積極的に担おうとしてい
る姿勢は評価されるべきものであろう。
　財政部門で働く職員のバックグラウンドは、ア
メリカ、ノルウェー、アイスランド、韓国などの
政府出身者のほか、政策系コンサルタント、大学
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仕事にOECDの職員と共に取り組みたい。ここに
インターンに来た最大の目的は、財政の専門家で
あるOECDのスタッフとディスカッションしなが
ら、共に仕事をすることだ。」と答えた。その結果、
財政課のDeputy Headと共に11月に開催される医
療関係予算に関する会議とパフォーマンスバジェ
ッティングに関する会議の準備に取り組むことと
なった。

SBO  network on Health Expenditures
　日本では医療・年金等に係る支出増が他の全て
の歳出削減を飲み込んでしまうような構造になっ
てしまって久しい。日本だけでなくOECD各国に
おいても、医療費は各国それぞれの形で削減もし
くは質の向上に取り組んできた大きな課題であ
る。OECDにおいても、医療政策課において、医
療費をテーマに種々の研究が蓄積されているが、
今般、SBOにおいても財政政策の視点から個別に
取り上げて議論することが決定された。夏の3ヶ
月間に課せられたミッションは、11月に初めて開
催される会議に向けてアジェンダを設定すること
と議論の大枠となるディスカッションペーパーを
作成することであった。

OECDにおける部局間協力
　日本政府に対し、縦割り主義により、省庁の枠
を越えた政策形成がなされていないという批判が
尽きないが、これは、日本政府に限らず、多くの
組織が持つ問題であろう。そして、それはOECD
でも例外ではないようだ。Deputy Headとの最初
のミーティングの際、「国内の政策形成において、
省庁を越えた協力が難しいのと同じように、
OECDにおいても部局を越えた協力は難しい。実
際、失敗しているプロジェクトも多い」という話
があった。他の職員からも同様の話を聞くことが
多く、理想と現実のギャップは古今東西なかなか
埋まらないと実感した。この点、今回の医療費プ
ロジェクトは、もともと医療政策課が累々の業績
を上げている分野であるため、財政課においても
注意深く事を進める必要があった。実際、6月末

に医療政策課が主催する国際会議において、
Deputty Headがプレゼンをした際には、各国財務
省と関係の深い財政課が医療費削減を主張すると
いう展開を警戒する意見が多く寄せられた。その
一方で、一部の厚生省の代表団からは、財政課が
医療費を巡る議論に関与することを歓迎する発言
があったことも印象に残った。
　OECD内部での連携は、医療政策課が主催する
勉強会への出席や担当者とのミーティングを重ね
ることで進めていった。その中で、医療費の財政
面での持続可能性と制度のあり方についてより研
究を進めていく必要があるという点において共通
認識を持つことができ、各国の政策変更のケース
スタディやその背景となる事実認識について協力
して調査をするに至った。
　最終的にアジェンダとディスカッションペーパ
ーを作成し、Deputy Headに提出することができ
たが、その翌日、変更履歴で真っ赤になったワー
ドファイルが送り返され、まだまだ精進が必要だ
と身が引き締まったことを今でも鮮明に思い出す。

議長国のOECDの使い方
　各SBOでは、各国財務省の次官クラスが議長を
務めている。今年の11月に初めて立ち上げられる
医療費SBOではオランダの財務省次官を経て現在
厚生省の次官となっている方が議長を務めること
となった。そもそも、会議が立ち上げられたこと
自体、彼のイニシアティブによるところが大きか
ったようである。彼とOECDスタッフとのやりと
りを見ていて、お互いにうまく利用し合って仕事
を進めているという印象を受けた。オランダの財
務省としては、自分たちが検討している政策につ
いてシンクタンクであるOECDのスタッフを使っ
てペーパーやガイドラインを書かせたいという思
惑が垣間見える。一方のOECD側も、各国政府か
ら発注を受けてペーパーを書く事が実績となるた
め、そのような依頼を歓迎することになる。また、
会議においては、例えば、オランダの事例をオラ
ンダ政府の職員に紹介してもらい、ケーススタデ
ィとして利用して研究を進めていく。そんなwin-



19ファイナンス　2012.1

OECD特集（第一部）
税財政部門で活躍する人たち

の政策をする必要がないという「意思決定」に機
械的に結びつくわけではないことに起因してい
る。例えば、ある政策評価や予算執行調査によっ
て、求められている成果が出せていないことが明
らかになったとしても、予算編成の段階では、そ
の調査結果を踏まえて、政策を廃止／縮減すべき
か逆に増強すべきか更なる検討が必要になるであ
ろう。
　一方で、欧州を始め、待ったなしで歳出削減が
求められている中、具体的にどのように削減項目
を選ぶかというときには、何らかの基準が必要と
なってくる。そこで、今回のSBOで注目すること
にしたのが、1990年代後半にカナダ、そして最近
ではイギリスなどでも実施されたSpending 
Reviewである。日本での同様の取組みは事業仕分
けに該当すると考えられる。
　“Spending review”という用語は、各国政府、
またOECD内の先行研究においても様々な用途で
使われてきたものであるため、Spending Review
の定義を明らかにし、その上で各国で既に行われ
てきたSpending Reviewに該当する取組みを類型
化することから作業は始まった。この過程で、財
政課だけでなく、OECDの各国レビューの担当者
を含め、多くのスタッフと喧々諤々の議論ができ
たことは非常に勉強になった。最終的に、定義を
固め、その定義とケーススタディに基づき、各国
に配布する質問用紙を作成したところで、OECD
を去らなければならない時期となった。

日本政府職員として働くことと国際機関
職員として働くこと
　泥臭い場面の多い政府の仕事と、常に最先端の
提言をし続ける必要のある国際機関での業務。よ
りよい政策を作るには、どちらも大事な仕事であ
り、そこに一般的に甲乙をつけることは不可能で
あろう。どちらがよいかは個々人のキャリア設計
と適合性に帰する。例えば、私自身は、最終的には、

winの関係を構築しているように感じた。決して
安くない拠出金を支出している日本も、今後の財
政再建の理論的バックグラウンドを補完するとい
う点から、人的側面でOECDによりコミットし、 
シンクタンクであるOECDを更に有効活用してい
くことも検討に値するだろう＊1）。

SBO  network on performance and results
　もう１つ担当した会議がパフォーマンスバジェ
ッティングをテーマにした会議である。パフォー
マンスバジェッティングとは、日本の例に当ては
めれば、予算執行調査や政策評価を来年度の予算
の要求や査定に効果的に結びつける予算編成制度
を指す。この会議については既に2004年から開催
されており、日本の財務省主計局も含め、OECD
各国の財務省が種々の調査に協力している。パフ
ォーマンスバジェティングは、構想された当初は、
予測や推計に頼るのではなく、政策結果の厳格な
調査に基づく予算が作成可能だと強く期待された
ものであった。しかし、財政課によるこれまでの
調査によると、政策評価を具体的な予算決定に結
びつけている国はほとんどないことが明らかにな
っている。これは、政策のアウトカムが期待され
たように出ていないという「事実」が必ずしもそ

共に仕事を担当したOECD職員と筆者

＊1）SBO on Health Expendituresは2011年11月21日、22日に開催され、各国の政策担当者が、今後各国で増
大していく医療費をどう持続可能なものにしていくか活発な議論が行われた（日本政府からは財務省財務総合研
究所の上田室長と代表部の中村参事官が参加）。
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日本の債務危機の回避（そして、3.11の一つの教
訓である「起きてほしくないことを考える」とい
う観点から、危機からの復興という視点も必要か
もしれない）のために心血を注ぎたいと思ってい
る。となると、一分野を専門にして、その研究に
明け暮れるよりも、様々な政策形成に貢献し、必
死に勉強しながら成果を上げていくことも一つの
キャリアの積み方であろう。各国政府の職員とし
ては、自分が正しいと思う政策の実現の為に国際
機関に意見を発信し、時に専門家集団を「利用す
る」視点が必要になると考える。
　特に、予算査定という役割に注目したとき、財
務省が各省庁に比べて、それぞれの政策について
精通しておらず、情報の非対称性があることは各
国共通であると実感した。これに対して、完全に
各政策の予算付けを手放し、各省庁に基本的に委
任する方策もあれば、財政の健全性を図るために
予算当局が政策形成の細部にまで携わるという手
法もある。多くの若手職員は、私同様、スペシャ
リストかジェネラリストかといった議論に関心が
強いと思うが、この悩みは世界の予算当局共通の
悩みだと知ったとき、何か心がふと楽になる気が
した。ただし、自分なりの専門性を身につけ、政
策に付加価値をつけるための自己研鑽の日々は続
けたいと思う。
　また、アメリカや欧州の政府でのポジションを
経験してOECDに勤務しているスタッフは、出向
という形ではなく、正式に政府を辞職して転職し
ているケースが多い。他方で、相応の能力があり、
かつ政府を離れても母国でのネットワーキングを
続ければ、 OECDで数年間の業務を経験してから、
再び、政府に雇用されるというキャリアパスもあ
る。この点、日本では、1度役所を辞めた後に、
再び政府職員として活躍しているケースは多くな
いと思われる。自らの力と経験を国際機関や民間
で活かしたいと思い、そしてその経験を通じて、
改めて財務省の業務に貢献したいと思う人も少な
からずいるのではないだろうか。そういったこと
が可能になる仕組みを財務省からの出向という形
以外に柔軟に作ることができれば、組織としての

厚みと深みが増し、財政政策や経済政策の議論を
よりリードできる組織となるのではないだろう
か。
　なお、OECDでの服装は公式な会議や各国政府
との面会等がない限りはスーツでなくてもよい。
出勤時間についてのルール等もがんじがらめで厳
しいということはない。課長のスタイルにも当然
左右されるが、財政課においては、よいペーパー
を書くというゴールは設定しつつ、それ以外のル
ールは柔軟に運用しているようであった。要は、
スタッフを無駄に拘束することもしないが、成果
はしっかり出さねばらない、という方針を貫いて
いる印象だ。私の上司も、3週間の長期休暇をと
りつつ、ほぼ毎日同僚とのディスカッションや私
への指示をメールで行っていた（OECDにおいて
は、ブラックベリー（スマートフォン）のメール
アカウントが職場のアカウントと同期しており、
どこにいても職場アドレスでのメールの送受信が
可能）。かつ、彼は、会議が立て込む秋などでも、
夜8時か9時頃に家に帰り、子供達にキスをして、
家族で食事をしてから、自宅の机に向かって仕事
をしている、と言う。職場を離れても、気持ちが
仕事から離れられないことはある種のストレスに
なるかもしれないが、少しでも家族と共に時間を
過ごしたいという人にとっては好ましい働き方で
あろう。OECD加盟国にとって意義のある研究や
会議を行うという果たすべき役割がはっきりして
いる中、余計なことで職員にストレスを掛けない
というマネジメントは、我々も見習うべき点が多
いと思料する。

米国留学中のパリ生活
　OECDで勤務することの利点の一つは、パリで
の生活を経験できることにある。アメリカに留学
していると、無意識のうちに、世界＝アメリカと
いう認識を持ってしまいがいちである。特に、国
際関係や公共政策系の大学院は世界中から留学生
が集まっていることもあり、世界の文化や風習を
疑似体験しているような感覚も生じる。ある意味、
この経験は貴重であり、そこから世界を感じるこ
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躍する諸先輩方の本音の意見を伺い、教育を受け
たことだと思っている。今回のインターンも例外
でなく、一学生として、関係する職員の方々に本
音で議論していただくことができた。その中で、
日本政府や日本の国際機関に向ける姿勢について
厳しい意見も聞けたので、この場を借りて、一つ
の意見として紹介したい。
　スタッフの1人から日本政府について、「日本の
人たちは、日本の状況は欧米とは違って特殊だか
らという理由で議論を控えてしまい、深い議論に
進展しないことが多々ある。また、日本財政に関
する英語の文献も多くない。他国に対して、もっ
と発信し、議論して、積極的に評価されるという
視点をもっと持った方がよいのではないか。」と
いった意見を聞いた。私自身、国際会議での経験
はまだ多くないため、 実際にどうなのか判断する
ことはできない。また、6月に参加した国際会議
においては、日本の厚生労働省の代表が、議論の
口火を切る鋭い意見を発言なさっていた姿も見
た。ただ、現在の財政状況と人口動態を客観的に
見て、バラ色の未来写真を描くことが難しい中、
国民それぞれで負担を分かち合うという冷静な意
識の醸成のために、財務省が国内国外問わず、積
極的に対外発信し、議論を喚起していく姿勢もよ
り求められているのではないだろうか。厳しく評
価されることを恐れず、いや、むしろ歓迎しつつ、
筋だって根気よく説明していく姿勢を持ち続けた
いと思う。

本特集内の意見にわたる部分は断りなき限り、各
筆者の個人的見解である。

とも悪くないのであるが、アメリカを数ヶ月でも
離れることで、より客観的な視野を持つことがで
きるように思う。たった3ヶ月間の生活ではあっ
ても、商習慣やリーダーシップの考え方等、フラ
ンスは多くの点でアメリカとはまったく異なるこ
とに気がつく。日本では、様々な改革や批判は、
アメリカとの比較からなされることが多い。しか
し、当然、アメリカという国もかなり特殊なので
あって、各国の政治、経済、制度、文化にはそれ
ぞれ相違があり、日本だけが特段誤っているとか
逆に優れているということはないということを実
感を持って認識できる。頭でわかっていたつもり
であっても、知らず知らず思考が経験や環境に左
右されるのはよくあることだと思う。業務だけで
なく、パリでの生活を通した実感も一つの貴重な
学びであろう。

インターンを終えて
　アメリカに戻った後にすぐにコロンビア大学で
の授業が始まったが、インターンを通して得た知
識そのものに加え、学んだ研究手法が大いに役立
っている。留学当初の1年間は、 即座に反応する必
要のあるディスカッションで独自の意見を言おう
とした場合、どうしても、自分がよく知っている
日本の説明から議論を展開してしまいがちであっ
た。教授や他の学生が日本の状況に関心を持って
いるときにはそれでよいが、残念ながら、そうで
ない場合も多い。OECDでの各国比較という横軸
の視点と具体的に文献やデータを利用して調査す
る手法を学んだことで、自分が議論を展開する幅
が広がったと感じている。言うまでもなく、3ヶ
月間での経験は勉強を続けるきっかけとなる導入
部分に差し掛かったに過ぎない。OECDでの経験
を活かし、残りの半年間、そして日本に帰国後も
日々勉強をし続けたいと思う。

日本政府への一苦言
　留学以前に、係員、国税調査官、係長として5
年間働いてきたが、最も血肉となったと思える経
験の一つは、政策形成や税務の現場の第一線で活

プロフィール

濱田　秀明（はまだ　ひであき）
　米国コロンビア大学院にて公共政策（国際金融）を専攻。
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